
◆隣保館等と関係機関等との連携について

　　　　　・既に実施している連携内容等

連携内容等 連携先所属

・リズム体操の練習場所として利用 保育所

・ZOOMを活用した事業

街道交流館

水生植物公園みずの森

給食センター

・市職員を講師とした講座の実施（環境講座、福祉講座、ニュースポーツの講座） 関係所属

・会館だよりの配付に合わせて年金チラシを同封 保険年金課

・健康相談の実施（週１回　※常盤東総合センターのみ月１回） 地域保健課

・各種相談業務に伴う市関係所属との連携 関係所属

・移動図書館の開催、本の大量貸出し（１００冊） 図書館

・ＩＣＴの推進 学校政策推進課

・会館だよりの設置 最寄りのまちづくりセンター

　　　　　・今後実施を検討する連携内容等
検討項目 連携内容等 連携先所属

・企業主催の研修・イベント等会場としての利用促進 商工観光労政課

・健幸大学の開催 長寿いきがい課

・健幸都市宣言にかかる事業（健康ステーションの登録）の実施 健康福祉政策課

・人権セミナーの開催 人権センター

・就労支援冊子等に会館を相談先の一つとして掲載 人とくらしのサポートセンター

・子育て支援サークル等の活動場所として会館を紹介 子育て相談センター

・会館で実施する高齢者の介護予防にかかる講座を市福祉のＨＰ等にて全市的にＰＲ 長寿いきがい課

・人権センターにおける人権相談窓口のブランチ施設として全市域を対象に展開 人権センター

・市就労支援相談窓口のブランチ施設として全市域を対象に展開 人とくらしのサポートセンター

ネットワークの拡大 ・やまびこ適応指導教室に通う長期欠席児童生徒の情報共有 教育研究所

会館の活用

（会議室、体育館等）

会館の広報

相談

「開かれた」隣保館等に

向けた

交流・利用の活性化

「開かれた」隣保館等に

向けた

相談事業の

新たな展開

「開かれた」隣保館等に

向けた

教育・啓発の

さらなる充実

より一層「開かれた」隣保館等と

するための具体的な取組として

・
・
・

新たな展開（その他機関や諸団体との連携、隣保館等の利活用）を図

れないか？


